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令和８年度 消防設備士試験 試験案内 
一般財団法人 消防試験研究センター 宮崎県支部 

 

 消防法(昭和２３年法律第１８６号)第１７条の９第１項の規定により宮崎県知事から委任された、 

消防設備士試験を次のとおり実施します。 

１ 試験の日時 

   令和８年８月１６日（日曜日） 入室完了(説明開始) 午前９時００分 

                  試験開始時間    午前９時３０分 

２ 試験会場 

     ＪＡ・ＡＺＭホール （宮崎市霧島１－１－１） ※ 駐車場あり 

 

３ 試験の種類 

（１） 甲種消防設備士試験（工事整備対象設備等の工事、整備及び点検ができる。） 

（２） 乙種消防設備士試験（工事整備対象設備等の整備及び点検ができる。） 

試験の種類 工事整備対象設備等の種類 

甲種のみ 特 類 特殊消防用設備等(従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の

性能があると認定した設備等) 

 

甲 

種 

又 

は 

乙 

種 

第１類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 

パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 

第２類 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、特定駐車場用泡消火設備 

第３類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、 

パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 

第４類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、 

共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、 

特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 

第５類 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 

乙種のみ 第６類 消火器 

第７類 漏電火災警報器 

 

４ 申込方法、受付期間 

受験の申込方法はインターネットによる「電子申請」と書面による「書面申請」があります。 

具体的な手順は、〇受験願書の申請方法をご覧ください。 

受付期間 令和８年６月１２日（金曜日）～６月２５日（木曜日） 

(注１)「電子申請」は受付開始日の午前９時から受付締切日の２３時５９分まで（24 時間対応） 

ただし、毎週土曜日の午前１時～午前５時はメンテナンスのため利用できません。 

(注２)「書面申請」は郵送の場合は６月２５日の消印分まで有効、持参の場合は土日祝日を除く 

午前９時～午後５時 

 

 

 

この試験案内は、受験手続から合格後の免状交付申請まで記載してありますので、最後まで 

よく読んで、記載されている内容に同意した上でお申し込みください。申し込まれた方は、 

試験案内に記載されたすべての事項に同意されたものとみなします。 
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受験手続きから合格後の免状交付申請手続きまでの流れ 

電子申請            書面申請  

  

 

 

 

 

 

 

                       ⅱ ２次元コードを使用  ⅰ 払込票を使用 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人消防試験研究センター 

ホームページから申請 

【https://www.shoubo-shiken.or.jp】 

受験願書・払込取扱票の入手 

※配布場所 

(一財)消防試験研究センター宮崎県支部 

県内各消防局・消防本部の予防課 

試験手数料の払込み 

クレジット・コンビニ・ペイジーなどが 

選べます。それぞれの手続きに沿って払

い込んでください。(所定の手数料が必要) 

 

試験手数料の払込み（ⅰ、ⅱのどちらか 

の方法で払込み）※７ページを参照 

 

受験願書の記入作成・提出 

[提出先] 

〒880-0805 宮崎市橘通東２－７－１８ 

      大淀開発ビル 4 階 

(一財)消防試験研究センター宮崎県支部 

受付完了メール受信 
試験手数料の入金確認後にセンターから送信 

受験票のダウンロード・印刷 

受験者が印刷。センターからの郵送はなし。 

受験票ダウンロード可能メール受信 
試験日のおおむね１０日前にセンターから送信 

受験票の受け取り 
試験日のおおむね 10 日前にセンターから発送 

試 験 日 

写真を貼った受験票がないと受験できません。 

試験結果通知書受け取り 

全ての受験者にセンターから郵送します。 

合格者は免状交付申請 
センターへ郵送または持参して申請してください。 

免状の交付(郵送での交付になります。) 

受験票へ写真をのり付け 
縦 4.5cm×横 3.5cm の証明写真として適切なもの 

郵便局の窓口で払込み、「振

替払込受付証明書(お客さま

用)」を受験願書 B 面に貼付 

決済完了番号

を受験願 B 面

に記入 
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５  受験資格 

(１) 甲種消防設備士試験には一定の受験資格が必要です。 

  詳しくは【甲種消防設備士の受験資格】（１４～１９ページ）を参照してください。 

 

(２) 乙種消防設備士試験には、受験資格はありません。 

 

６ 試験科目、問題数及び試験時間 

 

 種 別 試験科目 

類 別 問 題 数 試 験 時 間 
一 

類 

二 

類 

三 

類 

四 

類 

五 

類 

六 

類 

七 

類 区分別 計 

甲 
 
 

種
（
特
類
以
外
） 

筆 

 

記 

消  防 

関係法令 

共通 ８ ８ ８ ８ ８ -- 

２時間１５分 

３時間１５分 

類別 ７ ７ ７ ７ ７ -- 

基礎的知識 
機械 ６ ６ ６ -- 10 -- 

電気 ４ ４ ４ 10 -- -- 

構造･機能 

及び 

工事･整備 

機械 10 10 10 -- 12 -- 

電気 ６ ６ ６ 12 -- -- 

規格 ４ ４ ４ ８ ８ -- 

計 45 45 45 45 45 -- 

実 

技 

鑑別等 ５ -- １５分 

製 図 ２ -- ４５分 

乙 

 

 

 

種 

筆 

 

 

記 

消  防 

関係法令 

共通 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

１時間３０分 

１時間４５分 

類別 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

基礎的知識 
機械 ３ ３ ３ -- ５ ５ -- 

電気 ２ ２ ２ ５ -- -- ５ 

構造･機能 

及び整備 

機械 ８ ８ ８ -- ９ ９ -- 

電気 ４ ４ ４ ９ -- -- ９ 

規格 ３ ３ ３ ６ ６ ６ ６ 

計 30 30 30 30 30 30 30 

実 

技 
鑑別等 ５ １５分 

 

種 別 試験科目 問題数 試験時間 

甲種特類 
筆 

記 

消防関係法令 15 

２時間４５分 構造･機能及び工事・整備 15 

火災及び防火に関する知識 15 

※ 試験の一部免除を受けられる方及び複数受験を希望される方は、「８ 試験の一部免除」 

「９ 複数種類の受験」で確認してください。 

 

７ 試験の方法 
(１) 筆記試験・・・甲種、乙種ともに４肢択一式のマークカード方式です。 

(２) 実技試験・・・鑑別等、製図とも、写真・イラスト・図面等による記述式です。 

     ※甲種特類には、実技試験はありません。 

  (注１) 鉛筆又はシャープペンシル以外のものを使用してマークした場合や解答カードが著しく

汚損した場合は、解答が読み取れず０点となる場合があります。 

  (注２) 電卓・定規類・スマートフォン及びその他の機器等は使用できません。 
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８ 試験の一部免除（甲種特類を除く。） 

消防設備士、電気工事士、電気主任技術者、技術士等の資格を有する方は、申請により試験の 

一部が免除になります。この場合の試験時間は、短縮になります。 

また、２つ以上の資格を有する方は、それぞれ資格ごとに免除申請ができます。 

なお、科目免除を受けた部分については、点数加算はありません。（「13 合格基準」参照） 

 

(１) 消防設備士免状の所有者(免状を所持していない方は、免除は受けられません。) 

前記６の筆記試験のうち、所持する免状の種類及び受験する種類により、次表のように免除

になります。 

   消防設備士資格による科目免除一覧表 

 

受験する消防設備士試験の種別   

 

 

 

 

 

 

 

 

甲 

１ 

甲 

２ 

甲 

３ 

甲 

４ 

甲 

５ 

乙 

１ 

乙 

２ 

乙 

３ 

乙 

４ 

乙 

５ 

乙 

６ 

乙 

７ 

既 
に 
取 
得 
し 
て 
い 
る 
消 
防 
設 
備 
士 
の 
資 
格 
種 
別 

甲１  ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

甲２ ◎  ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 

甲３ ◎ ◎  ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 

甲４ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 

甲５ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 

乙１ 

※ 乙種消防設備士 

 の資格で、甲種消 

 防設備士試験の科 

 目免除を受けるこ 

 とはできません。 

 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

乙２ ◎  ◎ ○ ○ ○ ○ 

乙３ ◎ ◎  ○ ○ ○ ○ 

乙４ ○ ○ ○  ○ ○ ◎ 

乙５ ○ ○ ○ ○  ◎ ○ 

乙６ ○ ○ ○ ○ ◎  ○ 

乙７ ○ ○ ○ ◎ ○ ○  

     ※表中の記号の凡例 ◎：消防関係法令の共通部分と基礎的知識が免除になります。 

○：消防関係法令の共通部分が免除になります。 

  (２) 電気工事士免状の所有者ほか   

 該   当   者 免    除    内    容 

①  電気工事士免状を有する方 

 

※第１種、第２種どちらも可 

 ただし、免状を所持してい

ない方及び認定電気工事従事

者は、免除は受けられません 

① 筆記試験のうち、「基礎的知識」及び「構造・機能及

び工事・整備」のそれぞれの科目中「電気に関する部

分」が免除 

② 実技試験のうち、甲種及び乙種の第４類を受験する場

合は、鑑別等試験の問１が、乙種第７類を受験する場合

は全問が免除 

② 電気主任技術者免状を有する方 筆記試験のうち、「基礎的知識」及び「構造・機能及び

工事・整備」のそれぞれの科目中「電気に関する部分」

が免除 

③  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

技術士登録証を有する方 

 

  下表の技術の部門に応じて、試験の指定区分の類につ

いて、筆記試験のうち、「基礎的知識」と「構造・機能及

び工事・整備」が免除  

技術の部門 試験の指定区分 

機械部門 第１、２、３、５、６類 

電気・電子部門 第４、７類 

化学部門 第２、３類 

衛生工学部門 第１類 
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④  日本消防検定協会又は登録検定

機関の職員で型式承認試験の実

施業務に２年以上従事した方 

筆記試験のうち、「基礎的知識」及び「構造・機能及び工

事・整備」が免除 

⑤ 消防団員歴５年以上で消防学校

における専科教育の機関科を修

了した方 

 乙種第５類及び第６類を受験する場合、筆記試験のうち

の「基礎的知識」及び実技試験が全問免除 

 

(３) 科目免除申請 

   試験科目の一部免除を希望する方は、 

ア 電子申請する場合は、申請入力画面で科目免除を「受ける」を選択し、消防設備士資格の場合

は消防設備士免状番号を入力、それ以外の資格の場合は下表の証明書類の画像データ（PDF 又

は JPEG 方式）を添付（アップロード）してください。 

    イ 書面申請する場合は、受験願書の試験の免除欄の「受ける」に必ず〇を付け、下表の証明書類

（コピーで可）を B 面裏の免状貼付欄に貼付してください。 

    

該 当 資 格 等 証    明    書    類 

消防設備士 ①電子申請の場合 消防設備士免状番号を入力 

②書面申請の場合 消防設備士免状のコピー 

電気工事士 電気工事士免状のコピー 

電気主任技術者 電気主任技術者免状のコピー 

技術士登録者 技術士第２次試験若しくは本試験の合格証明書のコピー又は技術士登

録証のコピー 

型式承認試験実務者 型式承認試験の実施業務の従事証明書 

消防団員歴５年以上 消防団員歴の証明書及び消防学校の教育（機関科）修了証のコピー 

 ※どちらも必要です。 

 

９ 複数種類の受験 
「電気工事士免状の所有者」で試験の一部免除を受ける方は、「甲種第４類又は乙種第４類」と

「乙種第７類」の複数種類を同一試験時間帯に受験することができます。（２種類とも試験科目の一

部免除を受ける必要があります。） 

インターネットを利用した電子申請でも複数受験は可能です。 

書面申請により複数種類受験する場合は、受験する種類ごとに手数料を納入し、それぞれの受験

願書（１種類１願書）を作成して、同一の封筒に入れて提出してください。 

なお、試験当日は、申請方法にかかわらず、必ずそれぞれの受験票を確認のうえ必要事項を記入

し、写真を貼って持参してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取り扱いについて 

一般財団法人消防試験研究センター（以下「当センター」という。）は、危険物取扱者及び消防設備士試験の 

実施と免状作成業務を行っています。 

当センターは、試験及び免状事業の実施機関として個人情報を取り扱っていますので、個人情報の重要性を 

十分認識し、その保護の徹底を図るとともに、個人情報の保護に関する法令及びその他の関連する規範を遵守 

し、収集した個人情報は、正確、かつ、安全に取り扱います。 

１ 当センターの個人情報の内容と利用目的は次のとおりです。 

① 個人情報の内容 

氏名、生年月日、本籍、住所、電話番号、勤務先名、学校名、職業、顔写真、メールアドレス等です。 

② 利用目的 

利用は、本人確認、本人への通知・連絡、試験における座席への氏名表示、受験票への表示、結果通知

書及び免状交付申請書、免状作成、免状交付状況に係る事項等の当センターの業務の範囲内で行います。 

２ 当センターは、利用目的を達成のため、当該情報を業務委託先に預託する場合があります。その場合の業

務委託処理は、個人情報を保護するための措置及び業務委託先との責任関係の明確化を図るとともに、業務

機器等の安全対策を確実に実施しています。 

なお、個人情報の提供は、団体受験に関し当該団体代表者へ提供するもの及び法令等に基づくものに限定

し適切に取り扱います。 
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10  受験手続 
  受験申請方法は、電子申請と書面申請の２通りがあります。 

(１)電子申請 

  ア 申請方法 

   一般財団法人消防試験研究センターホームページ（https://www.shoubo-shiken.or.jp/）から 

申請を行ってください。なお、詳細にあっては同ホームページをご覧ください。 

  イ 受験資格証明書等のご準備 

    消防設備士免状以外の資格で、試験科目の一部免除を希望又は甲種消防設備士試験を受験す

る方は、「８ 試験の一部免除」欄又は別記１を参照し証明書類を電子ファイル化（JPEG 形式

または PDF 形式）したものを、申請情報入力画面に従ってアップロードしていただきますの

で、ご準備をお願いいたします。 

     

なお、証明書類が旧姓で現在の姓と一致しない場合、新旧の氏名が確認できる書類を証明書

類と合わせてアップロードしてください。 

 

  

  

  ウ 注意事項 

スマートフォンからも電子申請はできますが、願書情報の入力において、携帯電話会社の提

供するメールアドレスやフリーメールアドレスを登録された場合は、携帯電話会社やフリーメ

ール運営会社が行っている迷惑メール対策等により、当センターから送るメールが受信できな

いことがあります。詳細は、（一財）消防試験研究センターホームページ（https://www.shoubo

-shiken.or.jp/）をご覧ください。 

 

(２) 書面申請 

 受験する種類ごとに、次の書類が必要です。 

ア 受験願書 

イ 払込用紙で試験手数料の払込みをした方は、試験手数料の「振替払込受付証明書（お客さま

用）」（日附印の無いものは無効です。） 

ウ 甲種を受験する方は、受験資格を証明する書類 

別記「特類以外の甲種消防設備士試験の受験資格」の証明書類欄を参照してください。 

 なお、過去に甲種の試験を受験したときの受験票若しくは受験票（控）又は試験結果通知書

（資格判定コード欄に番号が印字されているものに限る。）を提出することにより、甲種の受験

資格の証明に代えることができます。ただし、「ガス主任技術者」の場合は第４類、「工事補助

５年」の場合は添付する過去の受験票等と同じ指定区分を受験する場合に限ります。 

エ 試験の一部免除を受ける方は、その資格を証明する書類（５ページを参照してください｡） 

オ 既に消防設備士免状の交付を受けている方は、その免状のコピー（表と裏の両方） 

※ 前記ウ、エ、オの証明書、免状等も（コピー、縮小可）も受験願書のＢ面裏に貼り付けてくだ

さい。 

 

電子ファイル化に際しての留意事項 

１ 電子ファイル化は、 

 ① デジタルカメラ・スマートフォンで撮影したもの又はスキャンしたもの 

 ② 証明書類の全体が鮮明に確認できるもの 

 ③ 印影が欠けていないもの 

としてください。 

２ 証明書類を撮影する場合は、机等の平らな場所に置いて全体を写し、ピントを合わせて

鮮明に撮影してください。 

３ 原本を確認させていただく場合がありますので、原本は保管しておいてください。 

４ アップロードできるファイルサイズは、１０メガバイトまでです。 

 

【ご注意】 

 ご自身の受験資格の有無は、必ず事前に本試験案内、ホームページでご確認ください。 

ご不明な場合は、試験を実施する支部にお問い合わせください。 

https://www.shoubo-shiken.or.jp/）から
https://www.shoubo-shiken.or.jp/
https://www.shoubo-shiken.or.jp/
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(３) 試験手数料の払込み方法 

ア 試験手数料は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

イ 電子申請の場合 

払込方法は、次の決済方法から選択できます。 

試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要になります。 

(ｱ) ぺイジー（Pay-easy）決済 ※情報リンク方式、オンライン方式 

(ｲ) コンビニエンスストア決済（セブン―イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニスト

ップ、セイコーマート、デイリーヤマザキ（一部店舗を除く。）） 

(ｳ) クレジットカード決済（VISA、MasterCard、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナー

ス） 

(ｴ) スマホ決済（PayPay、メルペイ） 

※ 一般財団法人消防試験研究センターでは、電子申請に係る試験手数料の収納に関して、全

て三井住友カード株式会社に業務委託しております。 

 

 

 

 

 

ウ 書面申請の場合（払い込み用紙の場合） 

(ｱ) 受験願書と一緒に受領した所定の払込用紙を使用する場合は、前アの試験手数料を郵便局

又はゆうちょ銀行の窓口で払い込んでください。 

試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要になります。 

(ｲ) 次に「振替払込受付証明書（お客さま用）受験願書貼付用」を受験願書用紙Ｂ面の試験手

数料欄にのり付けしてください。（本人控えの「振替払込請求書兼受領証」を貼らないように

注意してください。） 

また、複数種類の受験の場合は、それぞれの受験願書用紙Ｂ面の試験手数料欄にのり付け

してください。 

「振替払込受付証明書（お客さま用）受験願書貼付用」を紛失、汚損等により受験願書に貼

付できない場合、当センターでは責任を負えませんので、くれぐれも紛失、汚損等しないよ

うにしてください。 

紛失、汚損等した場合は、再度払込みの上、新たな「振替払込受付証明書（お客さま用）

受験願書貼付用」を受験願書に貼り付けてください。 

なお、再度払い込みをした後で、紛失した「振替払込受付証明書（お客さま用）受験願書

貼付用」を発見したときは、還付申請により先に払い込まれた試験手数料をお返しします。 

エ 書面申請の場合（願書 B 面の２次元コードを経由で払込みの場合） 

払込方法は、次の決済方法から選択できます。 

試験手数料の払込みには、所定の払込手数料が必要になります。 

(ｱ) 払込方法は、イ電子申請の場合と同じ。  

(ｲ) 決済完了後、決済完了メールに記載されている決済完了番号（１８桁）を必ず受験願書 B

面の決済完了番号記入欄に記入してください。 

オ 一旦払込みされた試験手数料は、お返しできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲 種 乙 種 

６，６００円 ４，４００円 

願書提出先  〒880-0805 宮崎市橘通東２－７－１８ 大淀開発ビル 4 階 

             （一財）消防試験研究センター 宮崎県支部 

   

※書面で申請の場合、試験手数料を支払った又は決済が完了しただけでは、受験申請手続きは

完了していません。 

受験願書が受付期間内（P1 受付期間を参照）に当支部に到達していることが必要です。sikeo  

電子申請の場合は、受験申請画面を入力し、試験手数料の決済完了までが受験申請手続き

となります。必ず「受付完了メール」を受信・確認してください。 
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受験願書Ａ面（１枚目）記入例 
 
 １ 受験願書は必ず受験者本人が、かい書（崩さず正しい字）で記入してください。 

 ２ Ｂ面は切り離さず、２枚重ねて丁寧に記入してください。（複写式になっています。） 

 ３ 書き損じた場合は、横２本線を引いて、その上方に正しく書いてください。(訂正印不要) 

４ 住所は受験票の送付先を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濁点、半濁点は１マス使用し

てください 

左づめで記入してください。外国籍の受験者は、住民

基本台帳に記載されている漢字又はパスポートに記載

されているアルファベット氏名を記入してください。 

「宮崎」(受験する都道府県)

と記入してください。 

申請する日を記入してくださ

い。 

外国籍の方は「外国籍」と記

入してください 

日中連絡が取れる電話番号

を記入してください 

受験願書Ｂ面(裏)の「都道

府県コード表」を参照し、

それぞれコードを記入して

ください。 

試験日、試験種類、受験地 

（「宮崎市」）を記入してく

ださい。 

マスが不足する場合は、郵

便(受験票)が届く程度に記

入してください。 

甲種受験者のみ受験資格略

称を記入してください。 

(１４ページ以降の「願書

資格略称欄を参照) 

２種類以上の受験者は、それぞれの願書に他の種類を記入してください。

(願書は１種類ごとに作成) 

試験の一部免除資格を有

する方は、資格の種類ご

とに「受ける」・「受けな

い」のいずれかに必ず〇

をつけてください。 

試験日の３か月以内に他の

都道府県で受験申請、又は

受験した場合は記入してく

ださい。 

主となるものに〇をつけて

ください。 

消防設備士免状免状を取得

している方は、免状番号(免

状写真下の番号)を必ず記入

してください。 

消防設備士免状の交付を 

すでに受けている場合は、

該当する種類を全て記入

し、裏面に既得免状のコ 

ピーを貼付してください。 
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受験願書Ｂ面（２枚目）記入例 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                     

 

 

 

 

①                     
 

                       

                    ①   

 

 

 

                     ②        

 

 

 

 

 

 

【受験願書 B 面(裏)】 

 

 

 

 

 

 

 

【払込取扱票】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

払込取扱票を使用する場合 

 
【受験願書 B 面(裏)】 

ア ①の２次元コードから Web 画面の指示に従って払い込

む。 

イ 決済完了後、決済完了メールに記載されている決済完了

番号（１８桁）を②の決済完了番号記入欄に記入する。 

払込取扱票の赤枠部分「振替払込受付証明

書(お客さま用)」を受験願書Ｂ面(表)に貼り

付けてください。 

この部分では受験できません。 

大切に保管してください 

日附印 

日附印 

日附印 

必ず郵便局(ゆうちょ銀行)の日附印を

確認してください。(印無しは受験不可) 

※日附印が無いものは無効です。 

各種証明書をこの部分に貼ってください 

甲種受験者で「乙種

消防設備士免状の

交付を受けた後、整

備経験 2 年以上」又

は「工事補助５年以

上」の資格で受験す

る方は、事業所の実

務経験証明が必要

です。 

事業所(会社等)の印 

証明者の役職印又は

私印 

２次元コードを使用する場

合 

各種証明書等貼付位置及び実務経験証明書記入例 

 

 

【受験願書 B 面(表)】 

ア 「郵便局」又は「ゆうちょ銀行」の「窓口」  

 で試験手数料を払い込み、必ず日附印の押印を

受ける。(ＡＴＭ払い込みは不可) 

イ [振替払込受付証明書(お客さま用)]を受験願書

のＢ面試験手数料欄に貼付する。(複数種類受験

する場合は、それぞれに貼付） 

   

受験資格・科目免除にかかわらず 

消防設備士免状をお持ちの方は、免状のコピーを貼付

してください。 

免状を紛失されている方及び本籍・氏名等が変わられ

た方は、事前にお問い合わせください。 
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11  受験票及び写真について 

(１) 受験票の送付方法 

ア 電子申請の場合 

受験者本人が受験票をダウンロードして印刷し、試験当日、必ず持参してください。（受付期

間終了後、申請時に入力した電子メールアドレスあてに受験票がダウンロードできる旨のメー

ルを当センターから送信します。） 

イ 書面申請の場合 

後日（８月５日頃）、はがきを郵送します。 

８月１２日（水）までに届かなかった場合は、当センターに連絡してください。 

 

(２) 写真について（電子申請、書面申請共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 受験票の氏名欄は、受験者の氏名をかい書（崩さず正しい字）で記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 受験日前６ヶ月以内に撮影した正面、無帽（宗教上又は医療上の理由がある場合を

除く。）、無背景、上三分身像の縦４.５cm、横３.５cm 又はパスポート規格の大きさ、

枠無し（カラー、白黒どちらでも可） 

２ 写真の裏面に氏名、年齢、撮影年月日を記入 

３ サングラス、帽子、マスク着用等、証明写真として適さないものや不鮮明なものは

不可。メガネを着用の場合は反射していないもの。髪が目にかかっていないこと。 

４ デジタルカメラで撮影されたものは、従来の写真と同等以上の高画質で、写真専用

紙で印刷した鮮明なもの。 

※ 写真は受験者本人の確認及び消防設備士免状作成に使用しますので、試験当日は、 

写真を貼った受験票を必ず持参してください。（受験票が無いと受験できません。） 



11 

【電子申請用受験票】 ※受験票はイメージです。 

  ８月５日頃メールを送信しますので、 

受験者本人がＡ４サイズの紙に印刷してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書面申請用受験票】 ※受験票はイメージです。 

  ８月５日頃はがきを郵送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験当日は上半分を山折りして

のり付けして持参してください。 

試験当日回収します。 

下半分は受験者の控え

です。切り取って、大切

に保管してください。 

受験票に写真を貼付 

試験当日は受験票に写真(縦 4.5cm

×横 3.5cm)をのり付けして持参し

てください。 

 
※のりをしっかり乾かしてください。 

※セロハンテープは使用不可 

氏名欄に受験者氏名をかい書(崩さず

正しい字)で自筆してください。 

印字された現住所を

確認して、変更等が

ある場合は試験当日

に修正票を提出して

ください。 
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12 試験当日の注意事項 
(１) 写真を貼った受験票・鉛筆（HB又は B）又はシャープペンシル・プラスチック消しゴムを 

持参してください。（前 11に示す適正な写真を貼った受験票がないと受験できません。） 

(２) 試験問題集及び解答カードは持ち帰ることはできません。また、問題集の一部を切り取った

りカメラ等で撮影することもできません。このような行為は、失格となります。 

 (３) 参考書、法令集等の参照は一切できません。 

(４) 携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の電子機器類は必ず電源を切り、カバン等 

にしまってください。（これらの電子機器類を時計として使用することはできません。） 

(５) カンニング等により不正行為とみなされた場合は、受験は直ちに中止、退室となり、試験は 

失格となります。 

(６) 午前９時までには試験室に入室して試験に当たっての注意事項等の説明を受けてください。 

(７)  大規模災害や事故等により、会場や日程を変更する場合には、宮崎県支部からの緊急情報として

当センターのホームページに掲示します。 

特に、気象庁が発表する特別警報等の防災情報に対処して試験日時を変更する場合の緊急情報

は、試験開始時間の２時間前までに掲示します。 

 

13 合格基準 
(１)  甲種特類 

筆記試験において、「消防関係法令」、「工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の

方法」、「工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識」の各科目ごとに 40％以上

で全体の出題数の 60％以上の成績を修めた方を合格とします。実技試験はありません。 

(２)  甲種（特類以外）及び乙種 

「消防関係法令」、「機械又は電気に関する基礎的知識」、「消防用設備等の構造、機能及び工事

又は整備の方法」の各科目ごとに 40％以上で全体の出題数の 60％以上、かつ、実技試験におい

て 60％以上の成績を修めた方を合格とします。 

なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方を合格

とします。（免除を受けた問題の点数加算はありません。） 

実技試験の採点は、消防法施行規則第３３条の９の規定により、筆記試験が合格基準に達した

方を対象としています。 

 

14 合格発表 

(１) 合格発表は、令和８年９月１８日(金)頃です。 

(２) 合格者については、公示日の正午に当センターのホームページ上に掲示するとともに、支部

の入口に合格者の受験番号を掲示します。また、受験者全員に結果通知書を郵送します。 

なお、試験結果の合否に関する電話による問合せ、試験問題及びその解答に関する問合せに

は、一切応じられません。 

(３) 試験会場外での特定業者による試験結果通知の有料サービスは、当センターとは、一切関係

ありませんのでご注意ください。 

 

15 合格後の免状交付申請の手続き及び免状の交付 
(１) 免状交付申請手続き 

① 試験に合格された方は、次の書類(ア～ウ)を郵送、又は持参して免状交付申請の手続きを 

    してください。 

    ア 免状交付申請書（結果通知書と同一のはがき） 

       二連になった結果通知書・免状交付申請書を切り離さずに、申請日、申請者氏名（受験者本人）、

電話番号を記入し、申請手数料として宮崎県収入証紙で２，９００円分を貼り付けてください。

（国の収入印紙ではありませんので注意してください。） 

      ※宮崎県収入証紙の販売場所は宮崎県庁ホームページでご確認ください。 

     宮崎県外にお住まいの方は、現金書留で現金を送付してください。 

イ 既得免状 

      現在すでに持っている消防設備士免状は、同時に提出してください。 

     ※既得免状を紛失(亡失)されている方や、本籍の都道府県名・氏名等に変更があった方は、 

事前に所定の手続きが必要です。この手続きが完了しないと新しい免状の交付はできません。
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必ず申請前に当センターに問い合わせてください。 

 

ウ 免状返送用封筒(新しく作成した免状を当センターから送付するための封筒です。) 

      定型封筒(長さ 23.5cm×幅 12cm 以内)の表面に申請者の住所・氏名を明記し、郵便切手 

４６０円分(普通郵便料金＋簡易書留料金)を貼り、裏面に受験番号を記入してください。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  複数合格された方はすべて同時に申請してください。（返送用封筒は１通です。） 

③  免状に旧姓の併記を希望される場合は、事前に当支部にお問い合わせください。 

(２) 申請期間 合格発表日の翌日から令和８年１０月５日(月)(郵送分は同日到着)まで 

       窓口持参の場合は土日祝日を除く午前９時から１７時 

             申請期間が経過した後も随時受け付けますが、免状の交付が遅れます。 

(３) 提出先 〒８８０－０８０５ 宮崎市橘通東２－７－１８ 大淀開発ビル４階 

                  一般財団法人消防試験研究センター 宮崎県支部 

       ※申請書が受理されているか等の問い合わせには応じられませんので、郵送の場合 

        は簡易書留郵便、特定記録郵便等の追跡可能なもののご利用をお勧めします。 

(４) 免状交付予定日 令和８年１０月中旬 

 

16  その他の注意事項 

(１) 車による会場への来場及び受験者の送迎並びに会場付近での道路横断には、交通ルールを 

  守り他人に迷惑をかけないように十分注意してください。 

(２) この案内書は、受験手続から合格後の免状交付申請手続きまで記載してありますので、 

  全ての手続き終了まで大切に保管してください。 

 

17  問合せ先 
  (１) 受験に関すること 

一般財団法人 消防試験研究センター 宮崎県支部 

 電話０９８５（２２）０２３９ 

受付時間 ９：００～１７：００（土日、休日を除く） 

(２) 電子申請に関すること 

一般財団法人 消防試験研究センター 電子申請室 

専用電話 ０５７０－０７－１０００（有料） 

受付時間 ９：００～１７：００（土日、休日を除く） 

 

※ 一般財団法人消防試験研究センターは、試験実施機関であり、受験準備のための講習会や

参考書等の出版は一切行っておりません。 

 

 

 
 

460 
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別記１  

甲種消防設備士試験の受験資格 

 次表に示す対象者に該当する者は、甲種消防設備士試験の受験資格があります。 

◇ 該当する《願書資格欄の記入略称》を願書の[甲種受験資格]欄に記入してください。 

◇ 該当する《証明書類》を願書 B 面裏面に貼付してください。(９ページ【受験願書作成例】参照) 

受験資格に関してご不明な点等がある場合は、試験手数料支払前に当支部までお問い合わせください。 

特 類 

対象者 内          容 
願書資格欄 

の記入略称 
証明書類 

１ 甲種消防設備士免状の交付

を受けている者 
 甲種第１類～第３類のうちいずれか１つ以上、かつ 

甲種第４・５類の取得者 
甲 特 免    状 

特類以外 

対象者 内          容 
願書資格欄 

の記入略称 
証明書類 

１ 「甲種消防設備士免状」の交

付を受けている者 

科目免除あり。 

（受験する類と既得免状の類により異なります｡） 
甲 種 免    状 

２ 学校教育法による大学､高等専

門学校(５年制)､高等学校又は中

等教育学校において機械､電気､

工業化学土木又は建築に関する

学科又は課程を修めて「卒業し

た者」（当該学科又は課程を修め

て同法による専門職大学の前期

課程を修了した者を含む。） 

(1) 別表１「指定学科一覧表」に示す学科を卒業した者 

 

 

大卒､短大卒､高

専卒、専門職了、

高校卒､中等教

育卒 

卒業証書、卒業
証明書又は学
位記 

 

(2) 大学、短大、高等専門学校において左記に掲げた学科に関

する科目を１５単位以上修得して卒業した者（当該科目を

修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含

む。） 

（別表２「授業科目一覧表」により算定） 

大学等卒１５単

位 

 

 

 

単位修得証明
書 

(3) 高等学校又は中等教育学校で、左記に掲げた学科に関す

る科目を８単位以上修得して卒業した者 

（別表２「授業科目一覧表」により算定） 

高校等卒８単位 

３ 「乙種消防設備士免状」の交

付を受けた後２年以上、工事整

備対象設備等の整備の経験を有

する者 

消防設備士でなければ行えない工事整備対象設備等の整備

の経験を有する者 

（法第１７条の５の規定に基づく政令に定めるものに限

る。） 

整備経験２年 免状及び実務経

験証明書 

(願書 B 面裏面) 

４ 学校教育法による大学、高等

専門学校、大学院又は専修学校

に｢在学中又は中途退学した者

等｣で､機械、電気、工業化学、

土木又は建築に関する科目を１

５単位以上修得した者 

(1) 大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門

学校(５年制)、大学院又は専門職大学院において、左記に掲

げた学科に関する授業科目（別表２「授業科目一覧表」）を

１５単位以上修得した者 

大学等１５単位 

 

単位修得証明書 

 

(2) 学校教育法第１２４条に定める専修学校（｢専門学校｣）に

おいて左記に掲げた学科に関する授業科目 

(別表２｢授業科目一覧表｣)を１５単位以上修得した者 

ただし､単位制度のない専修学校にあっては､講義については

１５時間､演習については３０時間､実験、実習及び実技につ

いては４５時間の授業をそれぞれ１単位として１５単位以上

修得した者 

専修学校 

５ 学校教育法による「各種学校

その他消防庁長官が定める学

校」において機械、電気、工業

化学、土木又は建築に関する科

目を、講義については１５時

間、演習については３０時間、

実験、実習及び実技については

４５時間の授業をもってそれぞ

れ１単位として１５単位以上修

得した者 

授業科目については、｢授業 科

目一覧表｣を参照 

(1) 学校教育法第１３４条第１項に定める各種学校 各種学校 単位修得証明書 

(2) 学校教育法による大学及び高等専門学校の専攻科 大学､短大､高専

の専攻科 

(3) 防衛省設置法による防衛大学校及び防衛医科大学校 防衛大学校､防

衛医科大学校 

(4) 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業

能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校 

職業能力開発総

合大学校等 

(5) 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正す

る法律(平成９年)による改正前の職業能力開発促進法による

職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校 

職業能力開発大

学校等 

(6) 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成 4 年)によ

る改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校及び

職業訓練短期大学校 

職業訓練大学校

等 
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対象者 内          容 
願書資格欄 

の記入略称 
証明書類 

 (7) 職業訓練法の一部を改正する法律（昭和６０年）による

改正前の職業訓練法による職業訓練大学校及び職業訓練短

期大学校 

前職業訓練大学

校等 

単位修得証明書 

 

(8) 職業能力開発促進法附則第２条による廃止前の職業訓練

法（昭和３３年）による職業訓練大学校 
旧職業訓練大学

校等 

(9) 雇用対策法（昭和４１年）附則第７条による改正前の職

業訓練法による中央職業訓練所 
中央職業訓練所 

 

(10) 独立行政法人水産大学校（平成１３年４月１日前の農林

水産省組織令による水産大学校（旧農林水産省組織令によ

る水産大学校及び昭和５９年７月１日前の農林水産省設置

法による水産大学校を含む。）） 

水産大学校 

(11) 国土交通省組織令による海上保安大学校（旧運輸省組織

令による海上保安大学校及び昭和５９年前の海上保安庁法

による海上保安大学校を含む。）  

海上保安大学校 

(12) 国土交通省組織令による気象大学校（旧運輸省組織令に

よる気象大学校及び昭和５９年前の運輸省設置法による気

象大学校を含む。） 

気象大学校 

６ 技術士法第４条第１項による

「技術士」第２次試験に合格し

た者 

科目免除は、類により免除を受けられる技術士の部門が指

定されています。（指定された部門以外は､科目免除はありま

せん｡） 

技術士（○○）

部門 

 

合格証書又は技

術士登録証 

 

７ 電気工事士法第２条第４項に 

規定する｢電気工事士｣ 

(特種電気工事資格者を除く｡) 

(1) 電気工事士免状の交付を受けている者 電気工事士 免  状 

 

(2) 電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者検定に合格

した者 

検定合格者 

 

合格証書又は

合格証明書 

８ 電気事業法第４４条第１項に 

規定する第１種～第３種の「電

気主任技術者免状」の交付を受

けている者 

(1) 電気主任技術者免状の交付を受けている者 電気主任技術者 

 

免  状 

(2) 電気事業法附則第７項の規定により電気主任技術者免状

の交付を受けているとみなされる者（認定された学校を卒

業した者に対して卒業と同時に資格を付与された制度） 

認定校の卒業

証明書等 

９ 「工事整備対象設備等の工事

の補助者」として、５年以上の

実務経験を有する者 

受験しようとする試験の指定区分に係る工事整備対象設備

等の工事の補助者として、５年以上の実務経験を有する者 

工事補助５年 実務経験証明書 

(願書 B 面裏面) 

10 その他前２から９までに掲げ

る者に準ずるものとして消防庁

長官が定めた者 

(1) 次に掲げる学校において､機械､電気､工業化学､土木又は

建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者学科名は､別

表１｢指定学科一覧表｣による｡ 

これに該当しない場合は、別表２「授業科目一覧表」に示

す科目を１５単位以上修得した者 

 ア 外国に所在する学校で、日本における大学、短期大学、

高等専門学校(５年制)又は高等学校に相当するもの 

 イ 旧師範教育令による高等師範学校 

ウ 旧実業学校教員養成所規程による教員養成所 

(2) 学校教育法第１０４条に基づき、大学又は学位授与機構

により授与された、理学、工学、農学又は薬学のいずれか

に相当する専攻分野の名称を付記された「修士又は博士」

の学位を有する者（外国においてこれらに相当する学位を

授与された者を含む） 

 

 

 

 

大学等卒 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業証書又は卒

業証明書及び単

位修得証明書 

 

 

 

 

 

 

学位授与証明

書、学位記、修

了証書又は修了

証明書 

※学位を取得し

ていることがわ

かるもので、専

攻分野の名称が

付記されたもの 

博(修)士 

(3) 専門学校卒業程度検定試験規程による専門学校卒業程度

検定試験の機械、電気、工業化学、土木又は建築の部門に

関する合格者 

(4) 建設業法第２７条の規定による管工事施工管理の種目に

係わる１級又は２級の技術検定に合格した者 

 

専検合格者 

 

 

管工事技士 

 

検定試験合格証

明書 

(5) 教育職員免許法により、高等学校の｢工業｣の教科につい

て普通免許状を有する者（旧教員免許令を含む｡） 

教員免許状 免許状 
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対象者 内          容 
願書資格欄 

の記入略称 
証明書類 

 

 

(6) 電波法第４１条の規定により無線従事者の資格の免許を受

けている者 （アマチュア無線技士を除く｡） 
無線従事者 免許証 

 

(7) 建築士法第２条に規定する１級建築士又は２級建築士 

 
建築士 免許証又は一級

若しくは二級建

築士免許証明書 

(8) 職業能力開発促進法第４４条（旧職業訓練法第６６条）の

規定による配管の職種に係わる１級又は２級の試験に合格

した者 

配管技能士 技能検定合格証

書 

(9) ガス事業法第２６条の規定によるガス主任技術者免状の交

付を受けている者(第４類の消防設備士の受験に限る｡) 
ガス主任技術者 免 状 

(10) 水道法第２５条の５の規定による給水装置工事主任技術

者免状の交付を受けている者（旧法の資格者を含む｡） 
給水技術者 免状又は登録証 

(11) 消防行政に係る事務のうち、消防用設備等に関する事務

について３年以上の実務経験を有する者 
消防行政 3 年 実務経験証明書 

(願書 B 面裏面) 

(12) 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行前(昭和４１

年)において、消防用設備等の工事について３年以上の実務

経験を有する者 

省令前 3 年 実務経験証明書
(願書 B 面裏面) 

(13) 昭和４１年前の東京都火災予防条例による旧制度の消防

設備士 

条例設備士 免  状 

［備考］ 

１ ４の大学（大学院の課程を含む｡）、高等専門学校等における修得単位は、卒業、在学中、中退又は専攻科、通

信教育等にかかわりなく通算して算定することができます。放送大学も通算して算定できます。（大学等で発行

する「単位修得証明書」による。） 

２ 「願書資格欄記入略称」は、受験願書の「甲種受験資格」欄に記入するものです。 

３ 証明書類はコピー（縮小したものも可）でも支障ありません。 

４ ３、９及び 10－(11)、(12)の「実務経験証明書」は、事業主等の証明書です。受験願書Ｂ面裏の様式を使用す

るか、様式を参照して作成したものを提出してください。 

５ 旧制大学、旧制専門学校、高等師範学校、実業学校教員養成所の卒業者及び旧制専門学校卒業程度検定

試験合格者も同様の資格があります。詳細はお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《注》証明書の書式は例の内容が記載されていれば自

由です。 

《注》学長等が「〇〇に関する科目」と認めた授業科

目は、原則として、そのまま単位として 

認めます。 

書式例 単位修得証明書 
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別表１  

指 定 学 科 一 覧 表（例示） 

次の「学科」を修めて卒業した者は､「卒業証明書（コピー可）」又は「卒業証書（コピー可）」の
提出で受験できます。 

 大学、短期大学、高等専門学校、旧制の大学、旧制の専門学

校の卒業者用 

高等学校、中等教育学校、旧制の中等

学校の卒業者用 

ア  安全工学科  

エ  衛生工学科  エネルギー工学科  

オ  応用化学科  応用機械工学科  応用理化学科  

カ 
 開発学科  海洋建築工学科  海洋土木工学科 
 化学工学科  環境工学科  環境計画工学科 
 環境整備工学科  画像工学科  

 開発機械科  化学工学科 
 環境工学科 

キ 
 機械工学科  機械理学科  基礎工学科  金属工学科 
 機器工学科  機能機械学科  機能高分子学科 
 機関科    機械システム工学科 

 機械工学科  機械技術科 
 機械工作科  機械製図科 
 機関科  金属工業科 

ケ 
 計測工学科  建設工学科  建築工学科 建築工芸学科 
 原動機科 

 計測科  建設科  建築科 
 原動機科 

コ 
 工業化学科  交通工学科  光電工学科  構造工学科 
 構築工学科  合成化学工学科  高分子工学科 

 工業科  工業管理科 
 高分子工学科  航空車両整備科 

サ  産業機械工学科  材料工学科  材料技術科  産業技術科 

シ 
 資源開発工学科  資源循環工学科  社会開発工学科 
 情報処理工学科  情報工学科 

 色染化学科  自動車科 
 自動制御科  情報システム科 
 情報通信科 

ス  水工土木工学科  水産工学科 

セ 
 制御工学科  石油化学科  繊維システム工学科 
 生産工学科  精密工学科  生産精密工学科 
 設備工学科  繊維工学科  船舶機関工学科 

 制御機械科  生産機械科 
 精密機械科  設備科 
 セラミック科  繊維工学科 

ソ  造船学科  総合技術科  造船科 

ツ  通信工学科  通信工業科 〔チ〕地質工学科 

テ 

 鉄鋼冶金学科  電気工学科  電気機械工学科 
 電機工学科  電子工学科  電波通信学科 
 電子電気工学科  電子物性工学科  電子理学科 
 電気電子システム工学科 

 電気科  電気工事科  電子科 
 電子工業科  電波科 

ト  都市工学科  土木工学科  動力機械工学科  都市工学科  土木科 

ネ  燃料工学科  

ノ  農業機械学科  農業土木工学科  農業工学科 

ハ  舶用機械工学科  舶用機関科  反応化学科  

フ  物質工学科  〔ム〕無線通信科 

ユ  有機材料工学科  〔ヤ〕冶金科 

ヨ  溶接工学科  窯業科 

《注１》「工学科」「学科」「技術」「科」等の文字の有無により学科名の異なるものは、同学科名とし

て取扱うものとします。 

《注２》上記の指定学科には、組み合わせたものも含みます。 

   （例）機械工学―交通機械 農業機械 機械システム 機械制御 機械材料等 

《注３》上記の名称を含む学科であっても、明らかに「機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する

分野」と認められないものは除きます。 

《注４》ご不明の点は、当支部までお問い合わせください。 
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別表２  

授 業 科 目 一 覧 表（例示） 

 次の名称の授業科目は、原則として「機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する分野と認め

られる授業科目」として扱います。 

 大学、短期大学、高等専門学校、旧制の大学、旧制の専門学

校の卒業者用 

高等学校、中等教育学校、旧制の中等

学校の卒業者用 

ア  アナログ電子回路  圧縮性流水  油空圧工学  

イ  移動工学  一般構造（土木系・建築系のみ）  インテリア装備  意匠製図 

ウ  運輸施設工学  

エ  衛生工学  エネルギー工学  エンジン流体力学  衛生・防災設備  衛生設備 

オ  応用化学  音響学  オプトエレクトロニクス  応用力学  織物機械 

カ 

 ガスタービン  化学工学  火災工学  加工機械学 

 加工冶金学  河川工学  架橋力学  画像工学 

 回路理論  過渡現象論  海岸工学  海洋建築 

 開発機械学  完全流体力学  岩石力学  岩盤力学 

 環境関係（土木系・建築系のみ） 

 化学工学  化学工業一般 

 化学工場  化学装置 

 化学反応  環境工学 

キ 

 ＣＡＤ／ＣＡＭ  気体力学  機械工学  機械製作 

 金属材料学  機械要素  機器制御  機器分析 

 機構学  機素動力学  機電変換工学  機能材料 

 強度設計学  給排水設備  橋梁工学  凝固加工学 

 基礎工学・基礎構造（土木系・建築系のみ） 

 機械一般  機械製作   

 機械・電気  機関乗船実習 

 金属加工  金属材料 

 漁船機関 

ク  空気力学  空港工学  空調設備  掘削機械学  空気調和設備 

ケ 

 系統工学  計測工学  珪酸塩工業化学  結晶塑性学 

 建設機械  建築力学  建築材料  建築設備 

 建築防災  原動機学  現代制御論  現代無機工業化学 

 計測回路  計測・制御 

 建築一般  建築構造  原動機 

 建築測量  原子工学一般 

コ 

 コンクリート工学  固体力学  工業化学  工業計測 

 工業地質学  工業分析  工作機械  交通工学  光学 

 航空工学  航空材料学  高温化学  高周波工学 

 交流理論  高電圧工学  高度加工技術  高分子化学 

 港湾工学  構造工学  合成化学 

 工業一般  工業数理  工業化学 

 工業基礎  工業材料  工業分析 

 工芸材料力学  鉱山機械 

サ 
 作業システム工学  砂防工学  材料学  材料力学 

 錯体触媒化学  産業機械 

 材料加工  材料技術基礎 

 材料製造技術  材料施工 

シ 

 システム工学  ジェット機関  資源システム工学 

 地震工学  地盤工学  自動化設計  自動車工学 

 磁気工学  実験計測法  写真測量  車輌工学 

 集積回路工学  潤滑工学  商船設計  焼結工学 

 消防設備  照明工学  触媒化学  上下水道工学 

 情報工学  蒸気タービン  信号処理論  振動学 

 色染化学  自動車工学 

 自動制御  情報技術 

 食品化学 

ス 

 スイッチング回路理論  水工学  水産土木工学 

 水質工学  水道工学  水理学  水力発電所 

 水路工学  数値制御システム工学  数値熱流体力学 

 水工  水産工学  水道 

 水利  水理 

セ 

 セラミック化学  センサ工学  施工法  生合成化学 

 生産工学  生物化学  生体高分子  生物有機化学 

 制御機器  制御工学  精密加工学  製造化学 

 石炭工学  石油化学  切削工学  接合工学 

 設計工学 設備工学  船体構造工学  船舶工学 

 線形回路  繊維化学  繊維高分子工学 

 生産実習  製造機器  設備計画 

 設備・管理  セメント  染色 

 セラミック技術  船舶構造 

 船舶設計 

ソ 
 塑性工学  送電  送配電工学  造船製図 

 装置工学  測量学 
 造船工学  造船実習  測量 

タ 
 ダム工学  耐震工学  耐震耐風工学  単位操作 

 炭化水素化学  弾塑性力学  暖房設備 
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チ 
 地質学  鋳造学  超音波工学  超電導（超伝導）工学 

 直流機器 
 地下資源開発  地質工学 

ツ  通信工学  通信機器  通信網工学 通信工学 通信機器 通信技術 

テ 

 データ通信  デジタル回路  鉄筋コンクリート工学 

 鉄鋼材料学  鉄骨工学  鉄道工学  天然物合成化学 

 伝送工学  伝熱工学  電気工学  電気音響 

 電気機器  電気設備  電気計測  電気鉄道 

 電気法規  電子工学  電子装置  電子デバイス 

 電子要素  電子回路  電磁気学  電磁波伝送 

 電熱工学  電波工学  電力工学  電力系統 

 電気工学  電気化学  電気工事 

 電子工学  電子機器  電子計測 

 電力設備 

ト 

 トラクタ実習  都市環境  都市工学  都市設備学 

 土質工学  土木工学  動力工学  道路工学 

 導電材料  特殊材料学  特殊鋼学 

 特殊材料  土質  土質力学 

 土木一般  土木施工 

 都市工学 

ナ  内燃機関  軟弱地盤工学   

ニ  荷役機械  

ネ 
 熱工学  熱機関  熱流体力学  熱力学  粘性 

 燃焼工学  燃料合成化学  燃料分析化学 
 

ノ 
 能動回路  農業機械工学  農業土木学  農業揚水機 

 農用トラック工学  農用内燃機関学 

 農業機械  農業水利 

 農業土木設計 

ハ 
 パルス回路 波動振動 破壊力学 配電工学 発変電工学 

 鋼構造 舶用機関  発電工学  反応工学  半導体 

 発送配電 ハードウェア技術 

 舶用機関 舶用電気 

ヒ 
 ピーエスコンクリート工学  非金属材料  光工学 

 光エレクトロニクス  光通信工学  光情報工学 
 

フ 

 ファインケミカル工業化学  プラズマ工学  物質強度学 

 プラント工学  プレストレストコンクリート工学 

 プロセス工学  浮体静水力学  分析化学 

 物理有機化学  分離精錬工学 

 船用機関  船用電気 

ヘ  平面及び曲面構造論  変電所    

ホ  ボイラー工学  放電工学  防災工学  防災設備  放射化学  ボイラー 

マ  マイクロデバイス  マイクロ波工学   

ミ  水資源工学  

ム  無機化学  無機合成  無機工業材料  無線  無線工学  無機工業化学 

メ  メカトロニクス 〔モ〕 木工機械 

ヤ  冶金工学  や金一般  や金実習 

ユ 

 油圧工学  輸送機械  誘電材料  有機化学 

 有機機能材料  有機量子化学  有機構造 

 有機合成学  有機反応  有線機器学 

 有機工業化学 

ヨ  溶接工学  溶接機器  溶接設計  溶接冶金学  溶接  窯業  窯炉・燃料 

リ 
 利水工学  理論有機化学  流水学  流体工学 

 流体回路  量子エレクトロニクス  量子電子工学 
 林業土木  林業機械 

レ  連続体力学  冷凍工学  冷蔵・冷凍 

ロ  ロボット工学  ロボティクス  論理回路  炉・燃料 

《注１》「工学」、「学」、「技術」等の文字の有無により科目名の異なるものは、同科目名として取扱

うものとします。 

《注２》上記の授業科目には、一部の関連科目も含みます。（認められない科目もあります。） 

   （例）機械工学－機械システム設計 機械振動学 機械構造力学 機械材料学等 

《注３》上記の名称を含む授業科目であっても、明らかに「機械、電気、工業化学、土木又は建築

に関する分野」と認められないものは除きます。 

《注４》詳細はお問い合わせください。 
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令和８年度消防設備士試験 

 
日  時：令和８年８月１６日（日）９時３０分試験開始 

 

試験会場：ＪＡ・ＡＺＭホール （宮崎市霧島１－１－１） 
 ※ 駐車場あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


